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平成２７年第１回甘楽町議会定例会会議録第１号 

 

平成２７年３月１０日（火曜日） 

                                     

議事日程 第１号 

   平成２７年３月１０日（火曜日）午後１時０５分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 施政方針 

日程第 ４ 請願の委員会付託 

日程第 ５ 議案第 ７号 平成２６年度甘楽町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ６ 議案第 ８号 平成２６年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号） 

日程第 ７ 議案第 ９号 平成２６年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号） 

日程第 ８ 議案第１０号 平成２６年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号） 

日程第 ９ 議案第１１号 平成２６年度甘楽町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第１２号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 

日程第１１ 同意第 １号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

日程第１２ 同意第 ２号 甘楽町公平委員会委員の選任について 

日程第１３ 同意第 ３号 甘楽町公平委員会委員の選任について 

日程第１４ 同意第 ４号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１５ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第１６ 議案第１３号 甘楽町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例につ

いて 

日程第１７ 議案第１４号 甘楽町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例について 

日程第１８ 議案第１５号 甘楽町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を



－2－ 

定める条例について 

日程第１９ 議案第１６号 甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例の一部

を改正する条例について 

日程第２０ 議案第１７号 甘楽町長及び副町長の諸給与支給条例の一部を改正する条例

について 

日程第２１ 議案第１８号 甘楽町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第２２ 議案第１９号 甘楽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第２３ 議案第２０号 甘楽町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第２４ 議案第２１号 甘楽町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第２５ 議案第２２号 甘楽町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第２６ 議案第２３号 甘楽町指定地域密着型予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

日程第２７ 議案第２４号 甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例の一部

を改正する条例について 

日程第２８ 議案第２５号 甘楽町保育料徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第２９ 議案第２６号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

日程第３０ 議案第２７号 甘楽町公の施設の設置及び環境整備等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第３１ 議案第２８号 甘楽町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第３２ 議案第２９号 甘楽町下水道条例の一部を改正する条例について 

日程第３３ 議案第３０号 甘楽町道路線の認定について 

日程第３４ 議案第３１号 甘楽町総合福祉センターの指定管理者の指定について 

日程第３５ 議案第３２号 甘楽町地域活動支援センターの指定管理者の指定について 

日程第３６ 議案第３３号 甘楽町学童保育所の指定管理者の指定について 
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日程第３７ 議案第３４号 平成２７年度甘楽町一般会計予算 

日程第３８ 議案第３５号 平成２７年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第３９ 議案第３６号 平成２７年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

日程第４０ 議案第３７号 平成２７年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算 

日程第４１ 議案第３８号 平成２７年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算 

日程第４２ 議案第３９号 平成２７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第４３ 議案第４０号 平成２７年度甘楽町水道事業会計予算 

                                     

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１２人） 

       １番  江 原 榮 和 君       ２番  佐 俣 勝 彦 君 

       ３番  山 﨑 愛 子 君       ４番  富 岡 朝 男 君 

       ５番  山 﨑 澄 子 君       ６番  長 岡 敬 一 君 

       ７番  栁 澤 清 次 君       ８番  長谷川 儀 平 君 

       ９番  黛   哲 夫 君      １０番  中 里 芳 久 君 

      １１番  吉 田 恭 一 君      １２番  山 田 邦 彦 君 

 

欠席議員 なし 

                                     

説明のため出席した者 

  町     長  茂 原 荘 一 君  副  町  長  由 田   進 君 

  教  育  長  柴 山   豊 君  会計管理者（会計課長）  石 井 和 子 君 

  総 務 課 長  山 田 隆 史 君  企 画 課 長  松 沢 計 作 君 

  健 康 課 長  中 野 哲 也 君  住 民 課 長  飯 塚   章 君 

  振 興 課 長  松 本 一 雄 君  水 道 課 長  吉 田 喜代治 君 

  学校教育課長  山 田   勇 君  社会教育課長  吉 田 泰 志 君 

  農業委員会事務局長  山 﨑   等 君 

                                     

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  高 橋   茂    書     記  飯 塚 香 奈 
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○開会・開議 

   午後１時０５分開会・開議 

◇議長（黛 哲夫君） 議員の出席が定足数に達しておりますので、これより平成２７年

第１回甘楽町議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。順次議事を進めま

す。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

 甘楽町議会会議規則第１２７条の規定により、議長から次の議員を指名いたします。第

４番富岡朝男君、第６番長岡敬一君の両名といたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２ 会期の決定 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 本件につきましては、先に議会運営委員会が開催されておりますので、議会運営委員長

中里芳久君、登壇して報告を願います。 

◇議会運営委員長（中里芳久君） それでは、報告いたします。議会運営委員会報告。議

長の指名がありましたので、議会運営委員会の経過と結果について報告いたします。 

 去る３月３日、議会運営委員会を開き、本定例会の会期日程等について協議した結果、

会期については本日から１８日までの９日間とし、日程については議会速報で配付したと

おりであります。 

 以上でありますが、この会期・日程等にご賛同賜り、円滑な議会運営ができますよう議

員各位のご協力をお願い申し上げまして、報告といたします。 

 以上です。 

◇議長（黛 哲夫君） お諮りいたします。 

 議会運営委員長の報告どおり、本定例会の会期を本日から１８日までの９日間とするこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（黛 哲夫君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から１８日までの９

日間と決定いたしました。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３ 施政方針 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３、施政方針を行います。 

 町長の発言を許します。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 平成２７年第１回議会定例会の開会にあたり、お許しをいただき

ましたので、ご挨拶を申し上げます。 

 日一日と陽射しが暖かく、明るく感じられ、町のキラッとかんら観光キャンペーンも開

始され、春本番が身近に感じられる頃となりました。議員各位におかれましては、ご多忙

の中、ご出席を賜り、本定例会が開催できますことに心から厚くお礼を申し上げます。 

 先程は、吉田議員におかれましては全国町村議会議長会から、群馬県知事から感謝状、

黛議長並びに山田議員におかれましては、群馬県町村議会議長会から栄えある表彰に浴さ

れまして、誠におめでとうございました。心からお慶び申し上げます。長きに渡る議員活

動を通して地方自治の伸展のためにご尽力いただきました賜物であり誠にご同慶に堪えま

せん。今後ますますご壮健にして、ご活躍賜りますようご祈念申し上げる次第であります。 

 さて、ご案内のとおり現在国では、地方の創生を重点課題として首相を本部長とし、全

閣僚をメンバーとする「まち・ひと・しごと創生本部」を設置し、この課題に取り組んで

おります。町におきましても甘楽町版総合戦略を策定、展開すべく先月「キラッとかんら

安心のまち創生本部」を設置いたしました。 

 これまでも甘楽町らしさを活かしたまちづくりを皆様のご協力により進めて参りました

が、今後一層町が持つ魅力や特長を積極的に活用した施策実施に向け取り組みを進めて参

りますので、議員各位におかれましても一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 今定例会では、平成２７年度各会計の当初予算をはじめ、条例の制定や改正、平成２６

年度の予算補正、人事案件など極めて重要な議案を多数ご提案申し上げます。真摯なご審

議を通じまして、何卒ご理解のうえ、原案どおりご議決、ご同意を賜りますようあらかじ

めお願い申し上げる次第であります。 

 これより、上程申し上げます３４議案と同意案４件、諮問１件の概要につきまして申し

上げますが、各議案等の詳細につきましてはその都度各課長をして説明いたさせますので、

あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。 

 議案第７号から第１１号までは、年度末を控え平成２６年度一般会計並びに３特別会計、
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水道事業会計における予算を整理し、かつ必要な予算措置のための補正をお願いしたいも

のであります。一般会計補正の主なものは、地方創生に係る地域住民生活等緊急支援のた

めの交付金と中学校建設に関する経費です。 

 議案第１２号は、群馬県市町村総合事務組合の規約変更協議であります。 

 同意第１号から第４号につきましては、任期満了に伴う教育委員会委員、公平委員会委

員、固定資産評価審査委員会委員の選任であります。 

 また、諮問第１号は、人権擁護委員の推薦であります。 

 議案第１３号から第１５号は、条例の制定であります。議案第１３号は、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、甘楽町教育長の職務に専念する義務の特

例に関する条例を制定したいものであります。議案第１４号及び第１５号は、介護保険法

の改正に伴い、甘楽町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、甘楽町地域包

括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例を制定したいものであります。 

 議案第１６号から第２９号につきましては、条例の一部改正でありますが、第１６号か

ら第１８号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、甘楽町の特

別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例、甘楽町長及び副町長の諸給与支給条例、甘楽

町特別職報酬審議会条例を一部改正したいものであります。議案第１９号は、人事院規則

改正に伴い、甘楽町職員の給与に関する条例を一部改正したいものであります。議案第２

０号は、行政手続法の改正に伴い、甘楽町行政手続条例を一部改正したいものであります。

議案第２１号は、介護保険料の改定、介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置

を規定するため、甘楽町介護保険条例を一部改正したいものであります。議案第２２号及

び第２３号は、それぞれ介護保険法の改正に伴い、甘楽町指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、甘楽町指定地域密着型予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を一部改正したいものであります。議案

第２４号は、高齢者等生活支援・介護予防事業費用負担額を改定するため甘楽町高齢者等

生活支援・介護予防事業費用徴収条例の一部を改正したいものであります。議案第２５号

は、児童福祉法の改正及び子ども・子育て支援制度制定に伴い保育料に関する規定を改め

るため、甘楽町保育料徴収条例を一部改正したいものであります。議案第２６号は、暴力

団排除条項の追加及び借換え制度の延長及び緊急支援対策を実施するため、甘楽町小口資
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金融資促進条例を一部改正したいものであります。議案第２７号は、神明山防災広場を公

の施設として規定するため、甘楽町公の施設の設置及び環境整備等に関する条例を一部改

正したいものであります。議案第２８号は、甘楽町歴史民俗資料館別館整備に伴い甘楽町

歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例を一部改正したいものであります。議案第２

９号は、下水道法施行令改正に伴い、甘楽町下水道条例を一部改正したいものであります。 

 議案第３０号は、農道であった４路線を甘楽町道路線として認定したいものであります。 

 議案第３１号から第３３号は、それぞれ甘楽町総合福祉センター、甘楽町地域活動支援

センター、甘楽町学童保育所の指定管理者について議会議決を求めるものであります。 

 次に議案第３４号から第４０号でありますが、平成２７年度各会計の当初予算でありま

す。議案第３４号 平成２７年度甘楽町一般会計予算につきまして、その大要を申し上げ

るとともに、予算編成にあたって、所信の一端を申し上げ、議会及び町民の皆さんのご理

解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

 政府は、アベノミクスの経済効果を全国津々浦々まで浸透させるとして、昨年１２月末

の臨時閣議で地方の人口減少に歯止めをかける「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を決

定しました。 

 これにより全国の市町村が２７年度中に雇用創出、人口減対策、子育て支援などを基本

目標とする地方版総合戦略を策定し、地方市町村が直面している課題への実効性のある取

り組みを実施するように国から求められています。 

 地方創生の第一弾として、国は２６年度補正予算により地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金を創設し、昨年４月の消費税引上げによる個人消費の落ち込み対策としてプ

レミアム付商品券の発行や、地方版総合戦略の策定や若年者の就職支援をはじめとする地

方創生先行型事業に対する交付金の交付額が決定されたところです。本町でも地域住民生

活等緊急支援事業として２６年度３月補正予算に計上いたしましたので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 私は、町長に就任以来、まちおこしプランを策定し、議員の皆様をはじめとする住民皆

様のご理解、ご協力をいただき、町財政の健全化を図りながら「甘楽町に生まれてよかっ

た、住んでよかった」と思えるまちづくりを進めて参りました。その中でも、町内に子ど

もたちの元気な声が聞こえる町を目指して、子どもは地域の宝、子どもを育てるなら甘楽

町として保育園の充実、放課後児童健全育成事業等を推進して参りました。 

 子育て支援対策、人口減対策事業として、婚姻・出産記念品、出産祝金、三世代同居世
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帯子育て奨励金、幼稚園・保育園の給食費無料化、第３子の幼稚園・保育園保育料の無料

化、１５歳までの子ども医療費の無料化、妊婦健康診査の充実、不妊治療費助成等の事業

を、他の市町村に先駆けて実施して参りました。 

 また、ご承知のように町内への企業誘致についても積極的に進め、雇用対策も実施して

きたところです。 

 しかし、私が町長に就任した平成１６年度末の住民基本台帳人口は１４，８８９人でし

たが、２７年２月末の人口は１３，６３６人で、この１０年で１，２５３人減少している

という事実があります。 

 甘楽町第５次総合計画「ＫＡＮＲＡプラン・輝き」では１４，０００人の目標人口を掲

げて計画を進めていますが、既に１４，０００人を割り込んでいる状況です。これから策

定する甘楽町版総合戦略については、第５次総合計画を踏まえて、人口減対策を中心に、

地域の特色を活かした住民に身近な施策を幅広く盛り込みことになりますが、職員のみな

らず、議員の皆様、町民の皆様、その他町に関わるすべての皆様の英知を結集して更なる

取組を検討して参りたいと考えています。 

 総合戦略については、議会の皆様には策定段階や効果検証の段階において十分なご審議

をお願いいたします。 

 次に地方財政を取り巻く状況を見ますと、平成２７年度地方財政見通しによれば、経済

再生の進展により地方税収入が７．１％増加し、リーマンショック後の危機対応モードか

ら平時モードへの切替えを進めるため、地方交付税の別枠加算を見直すなど歳入面・歳出

面における改革を進め、できる限り早期に財源不足を解消し、財政の健全化を図るとして

います。地方消費税の平年化等により地方税収入が増額し、その分、交付税、臨時財政対

策債が減額となる見込みです。また、地方交付税原資の安定性の向上・充実を図るために

法定率の見直しが実施されることとなりました。 

 ２７年度地方財政対策のポイントは、地方創生に取り組むために必要な経費を地方財政

計画の歳出に１兆円が計上されたことであります。普通交付税における需要額の算定に当

たっては、人口増減率、転入・転出人口比率や若年者就業比率などが基礎数値となり、取

り組みの必要度と取り組みの成果により配分されるとされています。また、社会保障の充

実についても、消費税の引上げ分を活用して、子ども・子育て支援、医療、介護などを可

能な限り実施していくとされています。 

 本町の財政では、個人町民税は微増を見込みましたが、固定資産の評価替えにより固定
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資産税が減額となるため、町税は１３億５，７４９万円で前年度に対し３，２１０万円、

率にして２．３％の減少となる見込みです。地方交付税についても、交付税総額が減少す

ることを踏まえて前年度に対し５，５００万円減の１５億８，０００万円を見込みました。

町債では、交付税を補てんする臨時財政対策債で、前年比４，７００万円減の１億８，３

００万円を見込みますが、町債全体では統合中学校建設事業に係る町債を１３億４，９５

０万円予定しておりますので、前年度に対し６億７，０４０万円の大幅増となります。 

 このような状況を勘案し、平成２７年度予算編成に当たりましては、２６年度からの継

続事業である統合中学校建設事業の予算を確保しつつ、非常に厳しい財政状況を深く認識

し、限られた財源を最大限に有効かつ効率的に執行するために、町政の基本理念と基本方

針を推進する甘楽町第５次総合計画「ＫＡＮＲＡプラン・輝き」に基づいた重点施策を中

心にした予算を編成を行いました。 

 この結果、平成２７年度一般会計当初予算の総額は、７５億４００万円で、前年度当初

予算に比べ２４．３％増の過去最高の大型予算となりました。 

 それでは、予算案の主な概要について申し上げます。 

 まず、歳入であります。町税は、個人町民税で増収を見込みますが、固定資産の評価替

えにより固定資産税が減額となるため、町税全体では減収を見込みます。 

 地方消費税交付金では、２６年４月の消費税率の引上げが平年化しますので、前年比３，

４００万円、２５．０％の増額を見込みました。 

 普通交付税は、交付税総額が減少することや地方消費税交付金の増額により基準財政収

入額が増加しますので、前年対比７，０００万円減で計上し、地方交付税全体では前年対

比３．４％、５，５００万円の減額を見込みました。 

 国庫支出金は、統合中学校建設事業により対前年比３億１８７万円の大幅増を計上しま

した。 

 財産売払収入では、天引第二工業団地の売却収入を計上しております。 

 町債は、臨時財政対策債を前年比４，７００万円減の１億８，３００万円で計上しまし

たが、統合中学校建設関連で学校教育施設等整備事業債を１３億４，９５０万円計上しま

したので、町債全体では対前年比６億７，０４０万円の大幅増を見込みます。 

 また、基金からの繰入金については、統合中学建設事業に学校建築基金繰入金を４億円

計上したほか、地域福祉基金繰入金を１，５００万円、長岡今朝吉福祉基金繰入金を８５

０万円、夏祭りの花火大会と中学校楽器購入費にふるさとづくり基金繰入金を６４０万円、
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スクールバス購入費に柴田教育基金繰入金を７８６万円計上し、財源を確保するため財政

調整基金を２億８，３７０万円見込みました。 

 次に歳出における施策の概要についてご説明申し上げます。 

 まず、住民・福祉・医療対策であります。 

 甘楽町への定住を促進するまちづくり定住応援金については既に平成２２年度から実施

しておりますが、今後は総合戦略に盛り込み、土地開発公社の住宅団地分譲等と合わせて、

更なる定住化促進を図りたいと存じます。 

 税負担の公平性については、町民の皆さんの関心が高いため、口座振替者の増加対策や、

滞納者の調査・訪問等により収納率の向上、収入未済額の圧縮に取り組みます。 

 少子高齢化社会では、地域福祉の充実が重要な課題であります。子育て支援等におきま

しては、児童手当や出産祝金支給の他、三世代同居世帯子育て奨励金を計上しました。ま

た、子育て支援対策は地方創生総合戦略の核となるものですので、総合戦略策定において

も十分に検討して参ります。 

 高齢者福祉では、生きがい対策としてのシルバー人材センター運営事業は、高齢者に雇

用の機会を提供することにより順調な事業展開がなされております。 

 在宅福祉及び施設福祉では、介護保険の対象とならない高齢者のために、緊急通報装置

貸与事業等を実施します。また、住宅改造補修や介護者用車両購入費の補助、養護老人ホ

ームへの適正な入所措置を実施いたします。 

 福祉医療では、引き続き中学校卒業までの入院・通院について子ども医療費の無料化を

継続します。 

 障害者福祉では、権限移譲等により、予算規模が大きくなっておりますが、障害者総合

支援法に基づく自立支援給付や地域生活支援事業等の取り組みにより、障害者福祉の円滑

な推進を図ります。新規事業では、富岡甘楽地区重症心身障害者通所支援施設整備負担金

を計上しました。 

 児童福祉では、子どもは地域の宝であり、子どもを育てるなら甘楽町の一環として、低

年齢児の受入拡大や一時保育の拡大など保育環境の一層の充実を図り、保護者がより働き

やすい環境を作ります。第３子以降の保育料無料化については、無料化の条件を撤廃いた

します。また、放課後児童健全育成事業については、昨年の夏以降、対象者を小学校低学

年としていたものを高学年まで拡大し、子育て支援を充実させています。 

 予防接種事業では、高齢者インフルエンザ予防接種委託をはじめ、肺炎球菌ワクチン接



－12－ 

種、Ｈｉｂ（ヒブ）ワクチン接種、おたふく風邪・水痘接種委託などを行い、町民の健康

を守ります。 

 保健事業では、町民誰もが生涯を通じて心身ともに健康で、心豊かに生活していただく

ための諸事業を実施します。保健・医療・福祉と社会教育との連携により、健康の保持・

増進を基本とし、「健康かんら２１（第２次）」計画に基づき、総合的な事業を引き続き

推進していく所存であります。現在の保健センターは老朽化が進み、駐車場も不足してお

りますので、総合福祉センターの大規模改修により、現在の高齢者福祉施設の機能に保健

センター、子育て支援、世代間交流の場としての機能も併せ持つ、町民の健康づくりの拠

点となる、総合的な保健センターの建設を目指して実施設計費を予算計上いたしまた。 

 母子保健事業では、健康維持を目的とした妊婦健診や妊婦歯科健診の公費負担の充実を

図るとともに、乳幼児の健康を守るため各成長期の健康診査を実施します。不妊治療費の

助成については申請者が増加していることから、助成額の上限を１５万円から３０万円に

増額いたします。今後も引き続いて、安心して出産できる環境を整え、健康な子どもの出

生を支援します。 

 健康づくり推進事業では、生活習慣病やガンを早期に発見するとともに、健康増進への

意識向上を促すために、健康祭などの各種事業を実施いたします。また、本年もキラッと

かんら観光キャンペーンの一環として、健康づくりを主眼に第４回甘楽さくらウオークを

予定しております。 

 また、昨年に引き続き、低所得者に対する暫定的・臨時的措置として臨時福祉給付金を、

子育て世帯へ子育て世帯臨時給付金をそれぞれ交付いたします。 

 次に環境保全対策であります。 

 ごみ処理については、町民の皆さんのごみ処理に対してのご理解により、燃えるごみの

減量化を図っておりますが、昨年の夏から燃えるごみの収集を週２回実施していることも

あり、ごみの収集量は増加しております。分別収集を更に推進してごみの減量化を進めて

参りますので、町民の皆さんの更なるご協力をお願いしたいと存じます。また、引き続き

電動式生ごみ処理器などの設置補助制度による家庭ゴミの減量・リサイクルのより一層の

推進を図るとともに、住宅用太陽光発電設備設置補助制度についても実施いたします。 

 また、水質保全対策として、引き続き合併処理浄化槽の設置を推進します。 

 次に産業の振興であります。 

 まず、農業につきましては、地域の創意工夫や自主性を活かした取り組みを総合的に支
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援し、町の産地強化や農産物のブランド化を図り、道の駅甘楽を拠点に農産物販売活動を

支援します。また、新規就農者に対して情報提供に努め、就農支援補助金を交付します。 

 地方創生においても、若者に魅力ある農業を掲げ、新規就農者への総合的な支援対策に

ついては、農業振興・観光振興対策とともに総合戦略に組み込んでいきたいと考えており

ます。 

 林業では、作業道整備事業を実施いたします。また、２６年度から創設された「ぐんま

緑の県民税」を活用した事業では、林道稲含線南斜面の杉林整備作業、紅葉山、琴平山周

辺の整備を予定しております。 

 商工振興事業では、産業文化祭を各種団体の協力を得て開催し、町の商工業の発展に努

めます。また、引き続き、新商品研究開発支援補助金を計上し、町の発展に寄与する商品

の積極的な開発を促します。 

 また、中小企業支援対策として小口融資資金の利子補給率の引上げを継続し、町内企業

の経営基盤の安定化、経営拡大を推進いたします。 

 観光整備では、昨年、道の駅甘楽がリニューアルオープン、甘楽ふるさと館「もみじの

間」も完成し、多くの観光客の皆様にご利用いただいています。「富岡製糸場と絹産業遺

産群」が世界遺産に登録され、ヨコオデイリーフーズのこんにゃくパークも連日賑わいを

見せており、これらの施設を訪れる観光客を町観光施設へ更に誘導していくために、駐車

場整備等の観光用施設の整備を進めます。 

 また、昨年誕生した甘楽町イメージキャラクター「かんらちゃん」を活用して、甘楽町

の周知を進め、「名水流れる織田宗家ゆかりの城下町」として観光ＰＲに努めていきたい

と考えています。 

 観光イベントとしましては、本年もキラッとかんら観光キャンペーンを実施して誘客に

努めます。３月から５月まで、甘楽町の一番輝く季節に、さくら祭り武者行列、さくらマ

ラソン大会、さくらウオーク等のイベントを開催します。その他、ＪＲ主催の「駅からハ

イク」など他の関係機関とも連携し、甘楽町の魅力を広く発信して行きたいと考えていま

す。 

 消費生活対策としては、甘楽町消費生活センターの活用を図り、町民の相談に答えると

ともに、消費トラブル対策等の啓発活動に努めます。 

 次に、道路・公園等の社会資本整備であります。 

 町道につきましては、町道西梅ノ木平・西荻線道路法面改修工事、町道天神北金井１号
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線道路新設工事費、町道下小塚１８号・１５号線舗装工事、福島５号線道路改良工事、福

島及び金井の踏切閉鎖に伴う町道新設工事費を計上しました。また、スマートインターの

調査委託料を計上し、甘楽パーキングのスマートインター化を引き続き積極的に推進しま

す。 

 道路維持修繕事業では、道路修繕料、道路舗装補修工事、維持補修用原材料などの道路

維持補修に係る予算を計上しました。 

 橋梁維持補修事業では、平成２４年度に策定した橋梁長寿命化計画に基づき枇杷の沢橋、

下之宿橋の橋梁補修事業を実施する予定です。 

 農林道では、県営事業による広域基幹林道の整備を引き続き進め、林道入山線舗装工事、

各林道の維持補修工事を実施します。 

 土地改良事業では、向井、菜園、下引田地区の用水路改修工事を実施する他、田口地区

農業用水路改修工事を実施します。 

 町営住宅管理では、老朽化した住宅の修繕や建物除去を実施し、住宅の適正な管理に努

めます。 

 都市計画では、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画に基づく事業を推進

します。歴史的風致形成建造物である松浦氏屋敷の保存修理工事費の他、小幡公園修景施

設整備工事費、土地・家屋購入費を計上しました。また、伝統的建造物群指定に向けた経

費では、歴史的まちなみ調査業務委託料を計上しました。 

 次に、消防防災対策であります。 

 消防施設等の整備としては、計画的な整備を実施しているところですが、２７年度も耐

震性貯水槽１基の設置を予定しています。また、防災対策として防災無線、防災メール配

信システムの定期点検、保守委託料の他、新規に衛星携帯電話の導入経費、デジタル無線

受令機の購入費を計上しました。 

 次に、教育関係であります。 

 ２７年度当初予算は、統合中学校の建設事業に多額の予算が計上されているため、教育

費が予算総額の４１％を占めています。 

 学校教育では、教育施設の整備を図るとともに、町単独で情報教育補助教員や学校支援

員、障害を持つ児童のために特別支援教育支援員を配置して、教育環境の充実に努めます。

また、心の教育相談員についても中学校２校に配置し、いじめのみならず、中学生の様々

な悩みについて相談を受け、問題の解決を図ります。 
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 更に、２７年度は、学校教育に関する専門的な事項や学校運営について指導する指導主

事を学校教育課に配置し、教職員の資質向上を図るとともに町の将来を担う子どもたちの

学力向上、健全な育成に努めます。 

 英語教育や国際化教育の推進については、引き続き幼・小・中学校にＡＬＴ２名を派遣

します。 

 各学校建物の維持管理につきましては、屋上防水修繕や教室の床修繕等の修繕経費を計

上しております。 

 統合中学校建設事業は、２カ年継続事業の最終年度となります。当初の計画では２年目

の事業費は総事業費の６０％を見込んでいましたが、２６年度の事業執行率が３０％に減

少しましたので、２７年度は７０％の事業費となります。統合中学校の建設は、町発足以

来の大型事業です。私にとっても非常に思い入れのある事業ですが、子どもたちに最適な

教育環境を実現できるとともに、町民全員が誇りを持てる中学校を作り上げたいと考えて

います。 

 生涯学習については、生きがいづくり・交流の輪づくりであり、町民の皆さんが自主的

に生涯を通して学習できる環境整備を進めます。多くの町民の方が参加できるように、要

望に沿った魅力ある講座・教室を計画していきたいと考えています。 

 文化会館事業では、今年度も楽山園において能の名手織田信雄ゆかりの薪能を行う他、

コンサートや映画の上映を予定しております。また、文化会館建設後２０年を経過しまし

たので、大規模改修に係る調査委託料を計上いたしました。 

 社会体育では、さくらマラソン・元旦駅伝の充実を図り、グラウンドゴルフ大会・町民

体育大会などを実施し、スポーツを通じて健康づくりや地域の活性化、世代間交流を推進

します。 

 青少年育成では、放課後子ども教室として、小学校の空教室を利用して放課後に安全で

健やかな居場所づくりや、学校、家庭、地域との連携による青少年の健全育成を推進いた

します。 

 国指定名勝「楽山園」は開園４年目を迎えました。年間入園者を６３，５５０人、うち

有料入園者数を４４，５５０人と想定し、維持管理につきましては、楽山園保存管理計画

に沿って実施いたします。今年も様々なイベントにより集客に努めますが、小幡藩立藩４

００周年記念の節目の年ですので、「将軍献上寒中挽抜蕎麦奉納祭」を実施し、甘楽町の

歴史の再認識を図ります。 
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 次に幹線交通対策ですが、２６年４月から本格運行を開始いたしましたデマンドタクシ

ー「愛のりくん」は、当初の想定を上回る皆様に利用していただき、好評を得ております。

昨年４月から２７年１月までの１０か月間の利用人数は７，９８２人で、平成２４年度の

乗合タクシー１年間の利用人数６，８５０人を既に上回っており、経費も節減されていま

す。今後もより多くの皆様に利用していただけるように努めて参ります。 

 国際交流では、ハルビン市との相互交流事業を推進いたします。本年度は、第８次中学

生研修団を派遣するとともに、第９次ハルビン市中学生研修団受入事業を計画しています。

また、チェルタルド市との交流では、第１２次チェルタルド市使節団の受入を予定してお

ります。 

 情報政策では、行政事務の電算化や地域行政システムによる効率的な電子化を推進する

とともに、ソフトウェア・ハードウェアの保守、更新により事務の効率化と住民サービス

の向上を図っていきます。現在、国がいわゆる「マイナンバー制度」の導入を進めており

ますが、それに伴い住民基本台帳システムや社会保障システム等の関係システムの構築・

改修について、２６年度に引き続き実施いたします。また、平成２８年１月から個人番号

の利用と個人番号カードの交付が開始されることとなりますが、それに先立ち、今年の１

０月から個人番号が国民全員に通知される予定となっておりますので、マイナンバー制度

について町民の皆様に周知していく必要があります。 

 この他、ボランティア活動支援助成金、フラワープラン、花の種銀行に係る経費等を計

上し、ボランティアでまちづくりに貢献する団体に対して引き続き活動費を助成いたしま

す。 

 以上が一般会計についての大要です。２７年度当初予算は統合中学校建設事業に多くの

経費が必要となったため、財政調整基金を２年連続で２億円以上繰入れることとなりまし

た。基金残高、町債残高は平成１７年当時と同等程度となる見込みですので、厳しい財政

状況となりますが、将来を担う子どもたちへの投資ですのでご理解をいただきたいと存じ

ます。今後は、実施事業の取捨選択や経常経費のより一層の圧縮を進め、必要な予算は確

保しながら健全な財政運営に努めていく所存であります。 

 引き続きまして、特別会計について申し上げます。 

 議案第３５号 平成２７年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算につきましては、総

額１８億３，８００万円、前年に比べて２億９００万円、１２．８％の増額予算となりま

す。 
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 歳出の主な増額要因は、国民健康保険法の改正により保険財政共同安定化事業費が増額

したことによるものであり、歳入では前期高齢者交付金、共同事業交付金が増額します。 

 国保事業については、都道府県への移行が予定されていますが、事業の安定化に意を注

ぎ、保健事業とも連携し最善の努力をしていく所存でありますので、ご理解をいただきた

いと存じます。 

 議案第３６号 平成２７年度甘楽町介護保険事業特別会計予算につきましては、総額１

０億８，１００万円となり前年に比べ３，３７０万円、３．２％の増額予算となります。 

 ２７年度から第６期介護保険事業計画が始まります。第６期計画では、所得水準に応じ

たきめ細かな保険料設定を行う観点から、所得段階を６段階から９段階に細分化します。

また、介護保険制度の改正に伴い、費用負担の公平化を図るため、低所得者の保険料軽減

を拡充し、所得や資産のある人の利用者負担を見直します。高齢者の増加により保険給付

費の増額は避けられませんが、予防事業の充実により介護保険制度の円滑な運営に努めま

すので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 議案第３７号 平成２７年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算につきましては、総

額１億４，７９０万円、前年に比べ６１０万円、４．３％の増額予算となります。 

 善慶寺国峰地区、城南上野地区、天引地区の維持管理経費の他、排水処理施設の更新及

び改造に係る設計委託料を計上しました。未接続者につきましては、使用料の増額を図る

ため早期の接続を図って参ります。 

 議案第３８号 平成２７年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算につきましては、総額

５億５，２３０万円、前年に比べ２，３２０万円、４．０％の減額予算となります。 

 特定環境保全公共下水道整備事業では、管渠布設工事費として白倉１号幹線、白倉研修

センター周辺の開削工、新天神橋推進工を計上するとともに、２６年度工事実施箇所の舗

装復旧工事費を計上しました。 

 議案第３９号 平成２７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、総額

１億２，６５０万円、前年に比べ、３０万円、０．２％の増額予算となります。主な要因

は、広域連合納付金の増額によるものです。 

 議案第４０号 平成２７年度甘楽町水道事業会計予算につきましては、収益的収入は、

２億５，７９０万円、収益的支出は、２億３，９５０万円を計上しました。 

 資本的収入は２億２９７万円、資本的支出は３億５，７４５万８，０００円で、支出額

に対して不足する額は、１億５，４４８万８，０００円となり、過年度分損益勘定留保資
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金等で補填いたします。 

 収益的事業の内容としましては、構築物減価償却費が増額となりますが、その他は安全

で安心して飲める水道水の安定供給を行うため、ほぼ例年並みの予算を計上いたしました。 

 資本的事業では、公共下水道事業に伴う白倉地区水道管布設替工事や舗装復旧工事、白

倉浄水場系高区配水池築造工事等２億７，６９４万円の工事請負費を計上しました。 

 以上、平成２７年第１回甘楽町議会開催にあたり、町政推進にあたって、私の所信の一

端を申し上げるとともに、議案の大要について、ご説明させていただきました。 

 本町財政は、今後も予断を許さない状況に変わりはありませんが、住民福祉の向上を最

優先として、町民の皆さんと共にこれからの行政運営を進めていく所存であります。 

 甘楽町は、様々な可能性を持った町だと考えております。今後も様々な「町の財産」を

磨き上げるとともに、これらを一層活用し、「夢」のある町、「にぎわい」のある町、そ

して小さくともキラッと輝き町民の皆さんが等しく安心して暮らせる町の実現に向かって、

誠心誠意、町政執行にあたって参りたいと考えておりますので、議員各位をはじめ、町民

の皆さんの一層のご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げ、平成２７年度予算案提案に

あたっての所信とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

◇議長（黛 哲夫君） 施政方針が終わりました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４ 請願の委員会付託 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第４、請願の委員会付託を行います。 

 お手元に配付の文書表のとおり、総務文教常任委員会に付託いたします。 

 総務文教常任委員会は、本定例会の会期中にご審議の上、報告を願います。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第５ 議案第７号 平成２６年度甘楽町一般会計補正予算（第４号） 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第５、議案第７号 平成２６年度甘楽町一般会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 企画課長。 

◇企画課長（松沢計作君） それでは、補正予算書の１ページをお願いいたします。議案

第７号 平成２６年度甘楽町一般会計補正予算（第４号）。平成２６年度甘楽町一般会計
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補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳

出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１億１，８５０万円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ６９億９，１００万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の

区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。繰越明許費。第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年

度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。債務負担

行為の補正。第３条 債務負担行為の追加、廃止、変更は「第３表 債務負担行為の補

正」による。地方債の補正。第４条、地方債の補正は、「第４表 地方債補正」による。

平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。款、補正額でお願いいた

します。歳入。１款町税９２９万円。１０款地方交付税、減額８，１０５万５，０００

円。１３款使用料及び手数料４５４万８，０００円。１４款国庫支出金１億１，４４０万

５，０００円。１５款県支出金、減額３億１，９７３万７，０００円。１６款財産収入２

万４，０００円。１７款寄附金２９８万８，０００円。１８款繰入金、減額２億１，８３

４万６，０００円。１９款繰越金１，６４９万５，０００円。２０款諸収入、減額１７１

万２，０００円。２１款町債３億５，４６０万円。歳入合計、補正前の額７１億９５０万

円、補正額、減額１億１，８５０万円、計６９億９，１００万円でございます。 

 次のページをお願いいたします。歳出。２款総務費１億２，７５９万６，０００円。３

款民生費、減額３，４７２万３，０００円。４款衛生費、減額４０万３，０００円。６款

農林水産業費、減額３億８，５５９万７，０００円。７款商工費、減額９０万９，０００

円。８款土木費、減額１，３４９万４，０００円。９款消防費、減額６０６万１，０００

円。１０款教育費１億９，５０９万１，０００円。歳出合計、補正前の額７１億９５０万

円、補正額、減額１億１，８５０万円、計６９億９，１００万円。 

 ６ページ７ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費。款、項、事業名、金額で

お願いいたします。２款総務費、１項総務管理費、プレミアム付商品券発行事業、２，４

８５万７，０００円。２款総務費、１項総務管理費、地方創生先行型交付金活用事業、

２，８２３万円。６款農林水産業費、１項農地費、農業災害支援事業、４億３，１５３万

３，０００円。１０款教育費、３項中学校費、学校給食センター建設事業、６億９，５９

１万３，０００円。 

 第３表、債務負担行為補正。追加。事項、甘楽郡土地開発公社甘楽町支所が天引第２工



－20－ 

業団地造成事業に係る借入金及び利子に対する債務保証。期間、平成２６年度から債務完

了年度まで。限度額２億８，０００万円に約定利息を加えた額。廃止。事項、学校給食セ

ンター建設事業。期間、平成２７年度まで。限度額４億３，５３７万８，０００円。変

更。事項、新設統合中学校校舎建設事業。補正前、期間、平成２７年度まで。限度額９億

２７５万１，０００円。補正後、期間変更なし。限度額１０億２４５万６，０００円。事

項、新設統合中学校体育館建設事業（武道場併設）。補正前、期間、平成２７年度まで。

限度額４億２，１８４万８，０００円。補正後、期間変更なし。限度額５億２，６７０万

４，０００円。 

 第４表、地方債補正。変更。起債の目的、補正前の限度額、補正後の限度額でお願いい

たします。一般公共事業 広域基幹林道整備事業、６７０万円、６３０万円。防災基盤整

備事業、３７０万円、ゼロ円。新設統合中学校校舎建設事業、２億２，７２０万円、２億

１，６２０万円。新設統合中学校体育館建設事業（武道場併設）、１億９，４５０万円、

１億４，２７０万円。学校給食センター建設事業、２億１，２８０万円、６億３，４３０

万円。 

 以上でございます。 

◇議長（黛 哲夫君） 提案説明が終わりました。 

 本件につきましては、質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（黛 哲夫君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第６ 議案第８号 平成２６年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第６、議案第８号 平成２６年度甘楽町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） 補正予算書の５２ページをお願いいたします。議案第８号 

平成２６年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）。平成２６年度甘楽町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予
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算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６７７万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億３，４００万円とする。第２項、歳入歳出予算

の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表 歳入歳出予算補正」による。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。款と補正額でお願いいた

します。歳入。１款国民健康保険税、減額１，１０９万２，０００円。３款国庫支出金、

減額４３９万５，０００円。４款療養給付費等交付金、減額１，７１２万６，０００円。

５款前期高齢者交付金、減額１４万３，０００円。６款県支出金、減額２５７６万円。７

款共同事業交付金２，７０３万４，０００円。１０款繰入金２０９万１，０００円。１１

款繰越金３，６１６万１，０００円。歳入合計、補正前の額１６億２，７２３万円、補正

額６７７万円、計１６億３，４００万円。 

 歳出。１款総務費６４万７，０００円。２款保険給付費、減額２６２万円。７款共同事

業拠出金、減額８４８万１，０００円。１１款諸支出金１，７２２万４，０００円。歳出

合計、補正前の額１６億２，７２３万円、補正額６７７万円、計１６億３，４００万円。 

 以上でございます。 

◇議長（黛 哲夫君） 提案説明が終わりました。 

 本件につきましても、質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（黛 哲夫君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第７ 議案第９号 平成２６年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号） 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第７、議案第９号 平成２６年度甘楽町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（吉田喜代治君） ６９ページをお願いいたします。議案第９号 平成２６年

度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）。平成２６年度甘楽町農業集落排

水事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。
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第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１０２万５，０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，３８１万９，０００円とする。第２項、歳

入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原

荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。款、補正額でお願いいた

します。歳入。１款使用料及び手数料、減額６５万５，０００円。４款諸収入、減額３７

万円。歳入合計。補正前の額１億４，４８４万４，０００円。補正額、減額１０２万５，

０００円。計１億４，３８１万９，０００円。 

 歳出。１款農業集落排水事業費、減額１０２万５，０００円。歳出合計。補正前の額１

億４，４８４万４，０００円。補正額、減額１０２万５，０００円。計１億４，３８１万

９，０００円。 

 以上でございます。 

◇議長（黛 哲夫君） 提案者の説明が終わりました。 

 本件につきましても、質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案を原案どおり承認することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（黛 哲夫君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第８ 議案第１０号 平成２６年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号） 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第８、議案第１０号 平成２６年度甘楽町公共下水道事業特

別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（吉田喜代治君） ８０ページをお願いいたします。議案第１０号 平成２６

年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）。平成２６年度甘楽町公共下水道

事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第

１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ７４０万８，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億３，４９８万４，０００円とする。第２項、歳入
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歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。地方債の補正。第２条、地方債の補正は、

「第２表 地方債補正」による。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。款、補正額でお願いいた

します。歳入。１款分担金及び負担金６７６万１，０００円。４款繰入金、減額５４６万

９，０００円。７款町債、減額８７０万円。歳入合計。補正前の額６億４，２３９万２，

０００円。補正額、減額７４０万８，０００円。計６億３，４９８万４，０００円。 

 歳出。１款公共下水道費、減額７４０万８，０００円。歳出合計。補正前の額６億４，

２３９万２，０００円。補正額、減額７４０万８，０００円。計６億３，４９８万４，０

００円。 

 次のページをお願いいたします。第２表、地方債補正。変更。起債の目的、補正前の限

度額、補正後の限度額の順で申し上げます。流域下水道整備事業、８２０万円を４７０万

円に、特定環境保全公共下水道整備事業、１億６，３４０万円を１億５，８２０万円にし

たいものです。 

 以上でございます。 

◇議長（黛 哲夫君） 提案者説明が終わりました。 

 本件につきましても、質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（黛 哲夫君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第９ 議案第１１号 平成２６年度甘楽町水道事業会計補正予算（第３号） 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第９、議案第１１号 平成２６年度甘楽町水道事業会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（吉田喜代治君） ９７ページをお願いいたします。議案第１１号 平成２６

年度甘楽町水道事業会計補正予算（第３号）。第１条、平成２６年度甘楽町水道事業会計

補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。収益的収入及び支出。第２条、平成２

６年度甘楽町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり
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補正する。科目と補正予定額で説明いたします。収入。第１款上水道事業収益、減額４０

万円。第２款簡易水道事業収益、減額１９０万円。収入合計。既決予定額２億６，４５０

万円。補正予定額、減額２３０万円。計２億６，２２０万円。支出。第１款上水道事業費

用５１２万１，０００円。第２款簡易水道事業費用１５万４，０００円。支出合計。既決

予定額２億２，９１３万１，０００円。補正予定額５２７万５，０００円。計２億３，４

４０万６，０００円。資本的収入及び支出。第３条、予算第４条本文括弧書中「資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額」３億２，０８１万円を３億１，９８１万６，００

０円に改め、「過年度分損益勘定保留資金」２億８，４９３万５，０００円を２億８，３

９４万１，０００円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入。

第１款資本的収入。既決予定額、２億５，４５１万円。補正予定額、９万３，０００円。

計２億５，４６０万３，０００円。支出。第１款資本的支出。既決予定額５億７，５３２

万円。補正予定額、減額９０万１，０００円。計５億７，４４１万９，０００円。平成２

７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 以上でございます。 

◇議長（黛 哲夫君） 提案者の説明が終わりました。 

 本件につきましても、質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（黛 哲夫君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１０ 議案第１２号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議に 

ついて 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１０、議案第１２号 群馬県市町村総合事務組合の規約変

更に関する協議についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（山田隆史君） 議案書の１ページをお願いいたします。議案第１２号 群馬

県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について。群馬県市町村総合事務組合規約

の変更について、地方自治法第２８６条第１項の規定により、別紙のとおり群馬県市町村

総合事務組合組織団体間において協議のうえ定めることについて、同法第２９０条の規定
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により、議会の議決を求める。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理

由、群馬県市町村総合事務組合の組織団体である東毛広域市町村圏振興整備組合（太田

市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町で組織）が平成２７年３月３

１日限りで解散（任意解散）するため。 

 以上でございます。 

◇議長（黛 哲夫君） 提案者の説明が終わりました。 

 本件につきましても、質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（黛 哲夫君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１１ 同意第１号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１１、同意第１号 甘楽町教育委員会委員の任命について

を議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 議案書の３ページをお願いいたします。同意第１号 甘楽町教育

委員会委員の任命について。下記の者を甘楽町教育委員会の委員に任命したいから、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により町議会の同意を求める。

記。住所、甘楽町大字白倉７７２番地１。氏名、下山明美。生年月日、昭和４４年５月２

６日。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、甘楽町教育委員会委員

野口英明氏が、平成２７年５月１１日をもって任期満了となるため。下山さんの経歴書に

ついては、４ページに記載のとおりであります。どうぞよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１２ 同意第２号 甘楽町公平委員会委員の選任について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１２、同意第２号 甘楽町公平委員会委員の選任について

を議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 議案書の５ページをお願いいたします。同意第２号 甘楽町公平
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委員会委員の選任について。下記の者を甘楽町公平委員会の委員に選任したいから、地方

公務員法第９条の２第２項の規定により町議会の同意を求める。記。住所、甘楽町大字天

引１９３６番地。氏名、小柏政美。生年月日、昭和１９年８月１２日。平成２７年３月１

０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、甘楽町公平委員会委員小柏政美氏が、平成２７

年５月１１日をもって任期満了となるため。小柏さんの経歴書については、６ページに記

載のとおりであります。どうぞよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１３ 同意第３号 甘楽町公平委員会委員の選任について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１３、同意第３号 甘楽町公平委員会委員の選任について

を議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 議案書の７ページをお願いいたします。同意第３号 甘楽町公平

委員会委員の選任について。下記の者を甘楽町公平委員会の委員に選任したいから、地方

公務員法第９条の２第２項の規定により町議会の同意を求める。記。住所、甘楽町大字福

島１４４６番地９。氏名、広沢巧治。生年月日、昭和１７年３月１６日。平成２７年３月

１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、甘楽町公平委員会委員広沢巧治氏が、平成２

７年６月５日をもって任期満了となるため。広沢さんの経歴書については、８ページに記

載のとおりであります。どうぞよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１４ 同意第４号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１４、同意第４号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 議案書の９ページをお願いいたします。同意第４号 甘楽町固定

資産評価審査委員会委員の選任について。下記の者を甘楽町固定資産評価審査委員会の委

員に選任したいから、地方税法第４２３条第３項の規定により町議会の同意を求める。

記。住所、甘楽町大字秋畑５０７４番地。氏名、中野惣一。生年月日、昭和２２年１０月

５日。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、甘楽町固定資産評価審
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査委員会委員新井榮浤氏が、平成２７年４月５日をもって任期満了となるため。中野さん

の経歴書については、１０ページに記載のとおりであります。どうぞよろしくお願いいた

します。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１５ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１５、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについてを議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 議案書の１１ページをお願いいたします。諮問第１号 人権擁護

委員の推薦につき意見を求めることについて。下記の者を人権擁護委員として推薦したい

ので、町議会の意見を求める。記。住所、甘楽町大字造石１９８番地１。氏名、松本悟

美。生年月日、昭和２６年５月１５日。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。

提案理由、新たに人権擁護委員を法務大臣に推薦するため。松本さんの経歴書について

は、１２ページに記載のとおりであります。どうぞよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１６ 議案第１３号 甘楽町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例に

ついて 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１６、議案第１３号 甘楽町教育長の職務に専念する義務

の特例に関する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（山田隆史君） １３ページをお願いします。議案第１３号 甘楽町教育長の

職務に専念する義務の特例に関する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。

平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部改正に伴い、教育長の職務専念義務の特例を定めるため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１７ 議案第１４号 甘楽町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の
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方法に関する基準を定める条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１７、議案第１４号 甘楽町指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） １５ページをお願いします。議案第１４号 甘楽町指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例について。上記の議案を別紙のとおり提出す

る。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、介護保険法の一部改正に

伴い、介護予防支援に関する基準等を定めるため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１８ 議案第１５号 甘楽町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準

を定める条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１８、議案第１５号 甘楽町地域包括支援センターの職員

及び運営に関する基準を定める条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ２９ページをお願いします。議案第１５号 甘楽町地域包括

支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例について。上記の議案を別紙のと

おり提出する。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、介護保険法の

一部改正に伴い、甘楽町地域包括支援センター職員に関する基準等を定めるため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１９ 議案第１６号 甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例の一

部を改正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第１９、議案第１６号 甘楽町の特別職の職員で非常勤の者

の諸給与支給条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 
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 総務課長。 

◇総務課長（山田隆史君） ３２ページをお願いします。議案第１６号 甘楽町の特別職

の職員で非常勤の者の諸給与支給条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙

のとおり提出する。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の一部改正による改正のためでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２０ 議案第１７号 甘楽町長及び副町長の諸給与支給条例の一部を改正する条

例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２０、議案第１７号 甘楽町長及び副町長の諸給与支給条

例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（山田隆史君） ３４ページをお願いします。議案第１７号 甘楽町長及び副

町長の諸給与支給条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出す

る。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の一部改正による改正のためでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２１ 議案第１８号 甘楽町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につ

いて 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２１、議案第１８号 甘楽町特別職報酬等審議会条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（山田隆史君） ３６ページをお願いします。議案第１８号 甘楽町特別職報

酬等審議会条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平

成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の一部改正による改正のためでございます。 

 よろしくお願いいたします。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２２ 議案第１９号 甘楽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２２、議案第１９号 甘楽町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（山田隆史君） ３８ページをお願いします。議案第１９号 甘楽町職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平

成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、人事院規則の一部改正に伴う改

正のためでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２３ 議案第２０号 甘楽町行政手続条例の一部を改正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２３、議案第２０号 甘楽町行政手続条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（山田隆史君） ４０ページをお願いします。議案第２０号 甘楽町行政手続

条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２７年３

月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、行政手続法の一部改正に伴う改正のためで

ございます。 

 よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２４ 議案第２１号 甘楽町介護保険条例の一部を改正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２４、議案第２１号 甘楽町介護保険条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ４３ページをお願いします。議案第２１号 甘楽町介護保険
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条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２７年３

月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、介護保険料及び介護予防・日常生活支援総

合事業に関する経過措置を規定するため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２５ 議案第２２号 甘楽町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２５、議案第２２号 甘楽町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ４６ページをお願いします。議案第２２号 甘楽町指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２７年３月１０日提出、甘楽町

長茂原荘一。提案理由、介護保険法の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２６ 議案第２３号 甘楽町指定地域密着型予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２６、議案第２３号 甘楽町指定地域密着型予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ５３ページをお願いします。議案第２３号 甘楽町指定地域
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密着型予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２７年３月１０日提出、甘楽町

長茂原荘一。提案理由、介護保険法の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２７ 議案第２４号 甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例の一

部を改正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２７、議案第２４号 甘楽町高齢者等生活支援・介護予防

事業費用徴収条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ５７ページをお願いします。議案第２４号 甘楽町高齢者等

生活支援・介護予防事業費用徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につい

て。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘

一。提案理由、高齢者等生活支援・介護予防事業費用負担額を改定するため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２８ 議案第２５号 甘楽町保育料徴収条例の一部を改正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２８、議案第２５号 甘楽町保育料徴収条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ５９ページをお願いします。議案第２５号 甘楽町保育料徴

収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり

提出する。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、児童福祉法の一部

改正及び子ども・子育て支援制度制定に伴い、保育料に関する規定を定めるため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２９ 議案第２６号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい
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て 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第２９、議案第２６号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 振興課長。 

◇振興課長（松本一雄君） ６１ページをお願いします。議案第２６号 甘楽町小口資金

融資促進条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成

２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、暴力団排除条項の追加及び群馬県

の借換制度に併せて継続実施等を行うため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３０ 議案第２７号 甘楽町公の施設の設置及び環境整備等に関する条例の一部

を改正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３０、議案第２７号 甘楽町公の施設の設置及び環境整備

等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 振興課長。 

◇振興課長（松本一雄君） ６３ページをお願いします。議案第２７号 甘楽町公の施設

の設置及び環境整備等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につい

て。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘

一。提案理由、甘楽町公の施設として神明山防災広場を規定するため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３１ 議案第２８号 甘楽町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３１、議案第２８号 甘楽町歴史民俗資料館の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 社会教育課長。 

◇社会教育課長（吉田泰志君） ６５ページをお願いします。議案第２８号 甘楽町歴史
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民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別

紙のとおり提出する。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、甘楽町

歴史民俗資料館別館（通称 有賀茶店）を規定するため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３２ 議案第２９号 甘楽町下水道条例の一部を改正する条例について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３２、議案第２９号 甘楽町下水道条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（吉田喜代治君） ６７ページをお願いします。議案第２９号 甘楽町下水道

条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２７年３

月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由、下水道法施行令の一部改正に伴う改正のた

め。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３３ 議案第３０号 甘楽町道路線の認定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３３、議案第３０号 甘楽町道路線の認定についてを議題

といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 振興課長。 

◇振興課長（松本一雄君） ６９ページをお願いします。議案第３０号 甘楽町道路線の

認定について。道路法第８条第２項の規定に基づき、甘楽町道路線を下記のとおり認定す

る。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。記。認定する路線。路線名、起点、

終点、重要な経過地、整理番号順でお願いいたします。八反田・金仏２号線、白倉字八反

田５４９番地１から、白倉字金仏５９０番地まで、無し、６５５３。白倉大竹２号線、白

倉字大竹５８３番地から、白倉字大竹５７２番地１まで、無し、６５５４。金仏４号線、

白倉字金仏５８６番地から、白倉字金仏６１１番地５まで、無し、６５５５。金仏５号

線、白倉字金仏５８８番地から、白倉字金仏５９７番地まで、無し、６５５６。提案理

由、周辺地域の住宅地化により、農道として管理していた路線を町道管理するものです。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３４ 議案第３１号 甘楽町総合福祉センターの指定管理者の指定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３４、議案第３１号 甘楽町総合福祉センターの指定管理

者の指定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ７１ページをお願いします。議案第３１号 甘楽町総合福祉

センターの指定管理者の指定について。甘楽町総合福祉センターの指定管理者を甘楽町公

の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき下記のとおり指定する。平

成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。記。１、施設の名称、甘楽町総合福祉セン

ター。２、施設の所在地、甘楽町大字白倉１３９５番地１。３、指定管理者、名称、社会

福祉法人甘楽町社会福祉協議会、代表者氏名、会長江原宏。４、指定期間、平成２７年４

月１日から平成２９年３月３１日まで。提案理由、町民の福祉の増進を図るため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３５ 議案第３２号 甘楽町地域活動支援センターの指定管理者の指定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３５、議案第３２号 甘楽町地域活動支援センターの指定

管理者の指定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ７２ページをお願いします。議案第３２号 甘楽町地域活動

支援センターの指定管理者の指定について。甘楽町地域活動支援センターの指定管理者を

甘楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき下記のとおり指定

する。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。記。１、施設の名称、甘楽町地域

活動支援センター。２、施設の所在地、甘楽町大字小幡６９９番地。３、指定管理者、名

称、社会福祉法人甘楽町社会福祉協議会、代表者氏名、会長江原宏。４、指定期間、平成

２７年４月１日から平成２９年３月３１日まで。提案理由、障害者の福祉の向上を図るた

め。 

 以上でございます。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３６ 議案第３３号 甘楽町学童保育所の指定管理者の指定について 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３６、議案第３３号 甘楽町学童保育所の指定管理者の指

定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ７３ページをお願いします。議案第３３号 甘楽町学童保育

所の指定管理者の指定について。甘楽町学童保育所の指定管理者を甘楽町公の施設に係る

指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき下記のとおり指定する。平成２７年３月

１０日提出、甘楽町長茂原荘一。記。１、施設の名称、甘楽町学童保育所。２、施設の所

在地、甘楽町大字小幡８２０番地。３、指定管理者、名称、社会福祉法人甘楽町社会福祉

協議会、代表者氏名、会長江原宏。４、指定期間、平成２７年４月１日から平成２９年３

月３１日まで。提案理由、学童の健全育成と保育の充実を図るため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３７ 議案第３４号 平成２７年度甘楽町一般会計予算 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３７、議案第３４号 平成２７年度甘楽町一般会計予算を

議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 企画課長。 

◇企画課長（松沢計作君） それでは、別冊の予算書をお願いします。それでは、１ペー

ジをお願いします。議案第３４号 平成２７年度甘楽町一般会計予算。平成２７年度甘楽

町一般会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の

総額は、歳入歳出それぞれ７５億４００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区

分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。債務負担行為。第２

条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができる事項、期間及び限

度額は、「第２表 債務負担行為」による。地方債。第３条、地方自治法第２３０条第１

項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、「第３表 地方債」による。一時借入金。第４条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は３億円と定める。歳出予算の流
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用。第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第１号。各項に計上した給

料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款、金額でお願いいたしま

す。歳入。１款町税１３億５，７４８万７，０００円。２款地方譲与税６，４００万円。

３款利子割交付金２００万円。４款配当割交付金３９０万円。５款株式等譲渡所得割交付

金６２０万円。６款地方消費税交付金１億７，０００万円。７款ゴルフ場利用税交付金

３，８００万円。８款自動車取得税交付金９００万円。９款地方特例交付金６００万円。

１０款地方交付税１５億８，０００万円。１１款交通安全対策特別交付金１３０万円。１

２款分担金及び負担金３５５万６，０００円。１３款使用料及び手数料１億８，５９３万

５，０００円。１４款国庫支出金１０億１，７６５万６，０００円。１５款県支出金３億

６４万７，０００円。１６款財産収入２億７，９２１万１，０００円。１７款寄附金１１

０万１，０００円。１８款繰入金７億２，１４５万８，０００円。１９款繰越金９，００

０万円。２０款諸収入１億１，５９４万９，０００円。２１款町債１５億５，０６０万

円。歳入合計７５億４００万円。 

 次ページをお願いいたします。歳出。１款議会費８，３５３万９，０００円。２款総務

費９億３，９１６万４，０００円。３款民生費１２億４，３３３万５，０００円。４款衛

生費４億９１６万２，０００円。５款労働費５０１万５，０００円。６款農林水産業費３

億４，３８０万８，０００円。７款商工費９，３０２万５，０００円。８款土木費６億

３，６８８万１，０００円。９款消防費２億４，９０５万９，０００円。１０款教育費３

０億７，３４９万９，０００円。１１款災害復旧費１万１，０００円。１２款公債費４億

１，７５０万２，０００円。１３款予備費１，０００万円。歳出合計７５億４００万円。 

 次のページをお願いいたします。第２表、債務負担行為。事項、期間、限度額でお願い

いたします。甘楽町総合福祉センター管理運営（指定管理者に行わせるもの）、平成２８

年度まで、２，９６３万円。甘楽町地域活動支援センター管理運営（指定管理者に行わせ

るもの）、平成２８年度まで、５３３万２，０００円。甘楽町学童保育所管理運営（指定

管理者に行わせるもの）、平成２８年度まで、２７７万１，０００円。甘楽町固定資産税

土地評価業務委託事業、平成２８年度から平成２９年度まで、１，６００万円。第３表、

地方債。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法でお願いいたします。臨時
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財政対策、１億８，３００万円、証書借入または証券発行、年３％以内、ただし、利率見

直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを

行った後においては、当該見直し後の利率、政府資金その他借入先の融資条件によるもの

とする。ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償

還または低利に借りかえることができる。なお以下の起債の方法、利率、償還の方法は同

様ですので省略をさせていただきます。一般公共事業広域基幹林道整備事業、１，４４０

万円。防災基盤整備事業、３７０万円。新設統合中学校校舎建設事業、５億４６０万円。

新設統合中学校体育館建設事業（武道場併設）、３億３，３３０万円。学校給食センター

建設事業、５億１，１６０万円。合計１５億５，０６０万円。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３８ 議案第３５号 平成２７年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３８、議案第３５号 平成２７年度甘楽町国民健康保険事

業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ２２６ページをお願いいたします。議案第３５号 平成２７

年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算。平成２７年度甘楽町国民健康保険事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ１８億３，８００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。一時借入金。第２条、地方

自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は２，０００万

円と定める。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款、金額でお願いいたしま

す。歳入。第１款国民健康保険税４億３，１００万６，０００円。２款使用料及び手数料

１，０００円。３款国庫支出金３億５，３２９万６，０００円。４款療養給付費等交付金

７，５５８万円。５款前期高齢者交付金３億６，９３７万２，０００円。６款県支出金１

億３４１万２，０００円。７款共同事業交付金４億７１１万８，０００円。８款財産収入

４万９，０００円。９款寄附金１，０００円。１０款繰入金９，７２２万２，０００円。

１１款繰越金１，０００円。１２款諸収入９４万２，０００円。歳入合計１８億３，８０
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０万円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。１款総務費５９８万３，０００円。２款保険給

付費１０億９，０４８万８，０００円。３款後期高齢者支援金等２億１，２３８万９，０

００円。４款前期高齢者納付金等１２万５，０００円。５款老人保健拠出金１万８，００

０円。６款介護納付金８，６２９万２，０００円。７款共同事業拠出金４億７１２万円。

８款保健事業費２，６０３万８，０００円。９款基金積立金５万円。１０款公債費１０万

１，０００円。１１款諸支出金２３９万６，０００円。１２款予備費７００万円。歳出合

計１８億３，８００万円。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３９ 議案第３６号 平成２７年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第３９、議案第３６号 平成２７年度甘楽町介護保険事業特

別会計予算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ２５９ページをお願いいたします。議案第３６号 平成２７

年度甘楽町介護保険事業特別会計予算。平成２７年度甘楽町介護保険事業特別会計の予算

は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ１０億８，１００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区

分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。一時借入金。第２条、地方自治法第

２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は２，０００万円と定め

る。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款、金額でお願いいたしま

す。歳入。第１款保険料２億３７０万４，０００円。２款分担金及び負担金８３万円。３

款国庫支出金２億６，３５２万８，０００円。４款支払基金交付金２億９，２５７万４，

０００円。５款県支出金１億５，７５２万円。６款財産収入２万１，０００円。７款寄附

金１，０００円。８款繰入金１億６，２６９万３，０００円。９款諸収入２万８，０００

円。１０款繰越金１０万円。１１款町債１，０００円。歳入合計１０億８，１００万円。 

 歳出。１款総務費８９６万２，０００円。２款保険給付費１０億３，７３５万８，００

０円。４款地域支援事業費３，３４５万５，０００円。５款基金積立金２万１，０００
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円。６款公債費１０万円。７款諸支出金１０万４，０００円。８款予備費１００万円。歳

出合計１０億８，１００万円。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４０ 議案第３７号 平成２７年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第４０、議案第３７号 平成２７年度甘楽町農業集落排水事

業特別会計予算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（吉田喜代治君） ２９６ページをお願いいたします。議案第３７号 平成２

７年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算。平成２７年度甘楽町農業集落排水事業特別

会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ１億４，７９０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分

及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。平成２７年３月１０日提

出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款、金額でお願いいたしま

す。歳入。１款使用料及び手数料３，２５５万８，０００円。２款繰入金１億８９３万

１，０００円。３款繰越金５０万円。４款諸収入１１１万１，０００円。５款県支出金４

８０万円。歳入合計１億４，７９０万円。 

 歳出。１款農業集落排水事業費５，３６０万７，０００円。２款公債費９，３７９万

３，０００円。３款予備費５０万円。歳出合計１億４，７９０万円。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４１ 議案第３８号 平成２７年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第４１、議案第３８号 平成２７年度甘楽町公共下水道事業

特別会計予算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（吉田喜代治君） ３２７ページをお願いいたします。議案第３８号 平成２

７年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算。平成２７年度甘楽町公共下水道事業特別会計
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の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ５億５，２３０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当

該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。地方債。第２条、地方自治法第

２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。平成２７年３月１０日提出、甘

楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款、金額でお願いいたしま

す。歳入。１款分担金及び負担金１，９２５万円。２款使用料及び手数料８，６４１万

４，０００円。３款国庫支出金１億５００万円。４款繰入金２億２，２１２万９，０００

円。５款繰越金５０万円。６款諸収入７，０００円。７款町債１億１，８７０万円。８款

県支出金３０万円。歳入合計５億５，２３０万円。 

 歳出。１款公共下水道費３億４，１４５万円。２款公債費２億１，０３５万円。３款予

備費５０万円。歳出合計５億５，２３０万円。 

 次のページをお願いいたします。第２表、地方債。起債の目的、限度額で申し上げま

す。流域下水道整備事業、１億１，１３０万円。特定環境保全公共下水道整備事業、７４

０万円。合計１億１，８７０万円。 

 起債の方法、証書借入または証券発行。利率、年３％以内、ただし、利率見直し方式で

借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の利率。償還の方法、政府資金その他借入先の融資条件によるも

のとする。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還

または低利に借りかえることができる。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４２ 議案第３９号 平成２７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第４２、議案第３９号 平成２７年度甘楽町後期高齢者医療

特別会計予算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（中野哲也君） ３８２ページをお願いいたします。議案第３９号 平成２７

年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算。平成２７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計の



－42－ 

予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ１億２，６５０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。平成２７年３月１０日提出、甘楽

町長茂原荘一。 

 次のページをお願いします。第１表、歳入歳出予算。款、金額でお願いいたします。歳

入。１款後期高齢者医療保険料８，０７４万２，０００円。２款繰入金４，５６３万７，

０００円。３款諸収入９万６，０００円。４款繰越金２万５，０００円。歳入合計１億

２，６５０万円。 

 歳出。１款総務費６３万７，０００円。２款後期高齢者医療広域連合納付金１億２，５

７５万２，０００円。３款諸支出金８万６，０００円。４款予備費２万５，０００円。歳

出合計１億２，６５０万円。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４３ 議案第４０号 平成２７年度甘楽町水道事業会計予算 

◇議長（黛 哲夫君） 日程第４３、議案第４０号 平成２７年度甘楽町水道事業会計予

算を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（吉田喜代治君） ３９７ページをお願いいたします。議案第４０号 平成２

７年度甘楽町水道事業会計予算。総則。第１条、平成２７年度水道事業会計の予算は、次

に定めるところによる。業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）号、給水戸数５，１５２戸、（２）号、年間総給水量１６２万８，４００立方メー

トル、（３）号、１日平均給水量４，４６１立方メートル、（４）号、主要な建設改良事

業３億１，３０４万５，０００円。収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の

予定額は、次のとおりと定める。収入。第１款上水道事業収益２億４，４５８万３，００

０円。第２款簡易水道事業収益１，３３１万７，０００円。収入合計２億５，７９０万

円。支出。第１款上水道事業費用２億１，８９３万２，０００円。第２款簡易水道事業費

用２，０５６万８，０００円。支出合計２億３，９５０万円。資本的収入及び支出。第４

条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額１億５，４４４万８，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本
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的収支調整額２，１８６万円、過年度分損益勘定留保資金１億３，２５８万８，０００円

で補てんするものとする。 

 次のページをお願いいたします。収入。第１款資本的収入２億２９７万円。支出。第１

款資本的支出３億５，７４５万８，０００円。企業債。第５条、起債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的、配水池築造事業。

限度額、２億円。起債の方法、証書借入または証券発行。利率、年３％以内、ただし、利

率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直

しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法、政府資金その他借入先の融

資条件によるものとする。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、も

しくは繰上償還または低利に借りかえることができる。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費。第６条、次に掲げる経費につい

ては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。（１）号、職員給与費

５，６６３万円、（２）号、交際費２万円。他会計からの補助金。第７条、水道事業実施

のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、８７万２，０００円である。たな

卸資産購入限度額。第８条、たな卸資産の購入限度額は、２８３万２，０００円と定め

る。平成２７年３月１０日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○散  会 

◇議長（黛 哲夫君） 提案者の説明が終りました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

   午後２時５８分散会 

 

 


